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令和８年４月 14 日 

教育庁高等学校教育課 

県立高田南城高等学校において、個人情報の紛失がありました。 

 

県立高田南城高等学校において、生徒の保健調査票を紛失しました。 

 

１ 判明日時 

  令和８年４月 13 日（月）午前 11 時 10 分頃 

 

２ 紛失した個人情報 

生徒５名分の保健調査票（氏名、生年月日、住所、連絡先、既往歴、アレルギーの有  

無、予防接種歴など） 

 

３ 事案概要 

 ・ ４月６日（月）、生徒５名分の保健調査票が所在不明であることがわかりました。 

・ その後、当該の書類を校内で継続して探したものの、見つからなかったことから、 

４月 13 日（月)に、紛失と判断しました。 

・ 現時点では、個人情報の流出は確認されていません。 

 

４ 今後の対応 

・ 学校に対して、個人情報が含まれる書類を保管する際は、重要書類であることがわ  

かる表示を付けるなど、再発防止に努めるとともに、引き続き当該調査票を探すよう 

指示します。 

・ 全県の高等学校等に対し、改めて個人情報管理の徹底について指導します。 

 

 

 

 本件についてのお問い合わせ先 

  参事 五十嵐 直樹 

 （直通）025-280-5910（内線）3871 

 


